
年休裁判で明らかにされる会社の不合理性
労基法にも協約にも違反している点はこれだ！

労
働
基
準
法
は
、
「
使
用

者
は
…
労
働
者
に
対
し
て
…

有
給
休
暇
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
」
ず
（

条
１
項
）
、

39

ま
た
、
「
使
用
者
は
…
有
給

休
暇
を
労
働
者
の
請
求
す
る

時
季
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
（
同
５
項
）
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
年
休
は
、

労
働
者
の
権
利
で
あ
っ
て
、

使
用
者
に
よ
っ
て
恩
恵
的
に

与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
使
用
者
は
、
労
働

者
か
ら
年
休
の
申
し
込
み

（
時
季
指
定
）
が
な
さ
れ
れ

ば
、
そ
の
年
休
の
付
与
が
「
事

業
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ

る
」
（
同
５
項
）
と
い
う
事

情
が
存
し
な
い
限
り
、
年
休

を
希
望
ど
お
り
付
与
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

同
法

条
の
趣
旨
は
、
使

39

用
者
に
は
原
則
と
し
て
労
働

者
が
指
定
し
た
時
季
に
休
暇

が
取
得
で
き
る
よ
う
に
、
状

況
に
応
じ
て
配
慮
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、

被
告
が
代
替
要
員
の
確
保
努

力
や
勤
務
割
変
更
な
ど
使
用

者
と
し
て
尽
く
す
べ
き
通
常

の
配
慮
を
行
う
こ
と
は
当
然

で
す
。
ま
た
、
恒
常
的
な
要

社
員
は
「
年
次
有
給
休
暇

申
込
簿
」
に
必
要
事
項
を
記

入
し
て
年
休
を
申
し
込
み
ま

す
。
申
込
簿
は
左
か
ら
、「
申

込
月
日
」
「
職
名
」
「
氏
名
・

印
」「
時
季
指
定
日
」「
事
由
」

「
備
考
」
の
順
序
で
す
。
明

ら
か
に
「
時
季
指
定
日
」
欄

が
存
在
し
ま
す
。

社
員
が
申
し
込
ん
だ
年
休

（
時
季
指
定
日
）
が
、
特
休

ま
た
は
公
休
に
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
会
社
は
、「
年

次
有
給
休
暇
申
込
簿
の
『
時

季
指
定
日
』
欄
に
記
入
し
た

日
が
、
勤
務
指
定
表
に
お
い

て
就
労
義
務
の
な
い
日
と
さ

れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の

日
に
対
す
る
年
休
の
届
け
出

は
な
か
っ
た
も
の
と
取
り
扱

っ
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
「
当
該
日

に
就
労
義
務
が
発
生
す
る
こ

と
を
条
件
と
し
た
仮
の
届
け

出
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

年
次
有
給
休
暇
申
込
簿
が

「
仮
の
届
け
出
」
と
い
う
な

ら
ば
、
仮
の
物
と
正
式
な
物

が
実
在
し
て
し
か
る
べ
き
で

す
。
あ
ま
り
に
も
身
勝
手
な

解
釈
で
す
。

さ
ら
に
不
当
な
こ
と
は
、

乗
務
員
（
予
備
勤
務
者
を
除

く
）
以
外
の
全
社
員
は
、
翌

月
分
の
「
就
労
義
務
の
な
い

日
（
特
休
・
公
休
）
」
は
、

日
の
勤
務
発
表
で
し
か
知

25り
得
る
手
立
て
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
ま
で
毎
月

日
に

10

発
表
さ
れ
て
い
た
「
休
日
指

定
予
定
日
」
公
表
が
一
方
的

に
打
ち
切
ら
れ
た
た
め
、
特

休
・
公
休
以
外
の
日
に
年
休

を
申
し
込
む
手
段
は
あ
り
ま

せ
ん
。
多
く
の
職
場
で
、
年

次
有
給
休
暇
申
込
簿
に
記
入

し
た
時
季
指
定
日
は
、
ほ
と

ん
ど
が
特
休
ま
た
は
公
休
に

振
り
返
ら
れ
ま
す
。
会
社
は
、

こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
す

る
こ
と
に
よ
り
、
年
休
付
与

を
拒
否
し
て
い
ま
す
。

【
２
面
に
続
く
】

座
ら
せ
、
風
圧
を
体
感
す
る

と
い
う
「
体
感
研
修
」
が
行

わ
れ
た
。
も
し
、
落
下
し
た

部
品
が
社
員
を
直
撃
し
た

り
、
上
下
列
車
の
す
れ
違
い

で
風
圧
と
気
流
に
よ
り
体
が

飛
ば
さ
れ
た
り
し
た
ら
命
の

保
証
は
無
い
。
こ
れ
は
研
修

で
は
な
く
、
「
人
体
実
験
」

で
あ
る
▼
参
加
者
か
ら
は

「
恐
怖
だ
っ
た
、
二
度
と
参

加
し
た
く
な
い
」
な
ど
の
意

見
が
出
さ
れ
た
。
信
楽
高
原

鉄
道
・
福
知
山
線
事
故
で
多

く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
上
、

こ
の
よ
う
な
人
体
実
験
を
や

る
こ
と
は
、
経
営
陣
が
人
命

を
何
と
も
思
わ
な
い
証
左
で

あ
る
▼
こ
れ
に
異
議
を
唱
え

た
の
は
Ｊ
Ｒ
西
労
（
Ｊ
Ｒ
総

連
）
で
、
こ
の
間
、
再
三
再

四
に
渡
り
中
止
を
求
め
て
い

た
。
最
大
労
組
の
Ｊ
Ｒ
西
労

組
（
Ｊ
Ｒ
連
合
）
は
、
全
く

会
社
の
意
の
ま
ま
で
あ
る
。

組
合
員
が
命
の
危
険
に
さ
ら

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
だ
▼
労
働
組
合
の
任
務

は
、
労
働
条
件
改
善
の
た
め

だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

会
社
施
策
に
よ
っ
て
は
、
こ

の
よ
う
な
命
の
危
険
が
脅
か

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
御
用

組
合
に
い
れ
ば
何
と
か
な
る

と
か
、
ど
こ
に
も
所
属
し
な

け
れ
ば
い
い
ん
だ
、
な
ど
の

考
え
は
、
こ
の
際
捨
て
去
る

べ
き
で
あ
る
。
労
働
組
合
の

チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
、
こ
の
よ

う
な
時
に
こ
そ
発
揮
で
き
る

か
ど
う
か
で
あ
る
。
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年
休
失
効
や
時
季
変
更
権
の
濫
用
は
労
働
基
準
法
に
違
反
す
る
と
し
て
組
合
員
が
提

訴
し
た
年
休
裁
判
は
、
４
回
の
口
頭
弁
論
ま
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
被
告
（
会
社
）
は
３

月

日
付
け
で
提
出
し
た
準
備
書
面
（
１
）
の
中
で
、
反
論
な
ら
ざ
る
反
論
を
展
開
し

20
て
い
ま
す
。
会
社
の
主
張
が
い
か
に
不
合
理
で
あ
る
の
か
を
、
本
紙
に
て
明
ら
か
に
し

て
い
き
ま
す
。

労
働
基
準
法
で
は

年
休
付
与
は
義
務

員
不
足
に
よ
り
常
時
代
替
要

員
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
よ

う
な
場
合
に
は
、
た
と
え
列

車
の
運
行
等
に
支
障
が
生
じ

か
ね
な
い
事
由
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
同
５
項
た
だ
し
書

き
の
「
事
業
の
正
常
な
運
営

を
妨
げ
る
場
合
」
に
当
た
ら

な
い
と
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
（
「
西
日
本
ジ

ェ
イ
ア
ー
ル
バ
ス
年
休
権
侵

害
損
害
賠
償
請
求
事
件
」
名

古
屋
高
裁
金
沢
支
部
判
決
、

平
成

年
３
月

日
）。

10
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こ
の
よ
う
に
、
い
か
な
る

理
由
（
要
員
不
足
な
ど
は
理

由
に
な
ら
な
い
）
が
あ
ろ
う

と
も
、
会
社
は
社
員
が
申
し

出
た
年
休
を
付
与
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

年
休
申
込
が
な
か
っ
た

こ
と
に
さ
れ
る
!?

第１回口頭弁論・第２次提訴報告集会より



新
幹
線
乗
務
員
の
年
休
確

定
は
５
日
前
で
す
。
ま
た
、

予
備
勤
務
者
の
年
休
と
行
路

確
定
も
５
日
前
で
す
。
在
来

線
乗
務
員
と
他
社
の
新
幹
線

乗
務
員
は
、
前
月

日
の
勤

25

務
発
表
で
年
休
も
行
路
も
確

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

会
社
は
、

日
の
勤
務
発

25

表
で
年
休
や
行
路
を
確
定
で

き
な
い
理
由
と
し
て
、
「
需

要
が
急
激
に
高
ま
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
等
の
場
合
に
お

い
て
は
、
臨
時
列
車
等
を
手

配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
あ
る
」
と
主
張
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
臨
時
列
車

の
運
転
は
前
も
っ
て
計
画
さ

れ
、
市
販
の
時
刻
表
に
も
運

転
日
が
掲
載
さ
れ
、
１
ヶ
月

前
か
ら
指
定
席
券
の
発
売
が

開
始
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
年

休
の
申
し
込
み
は
前
月
１
日

か
ら
受
付
が
開
始
さ
れ
、
勤

診
断
書
都
労
委
第
７
回
調

査
が
８
月

日
、
開
催
さ
れ

30

ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
東
海
労
は
３
月

日
20

付
け
で
、
組
合
側
か
ら
東
京

車
両
所
分
会
・
松
井
輝
道
さ

ん
、
加
藤
光
典
・
中
央
執
行

副
委
員
長
（
当
時
業
務
部

長
）
、
東
京
第
一
運
輸
所
分

会
・
剱
持
善
昭
さ
ん
（
新
幹

線
地
本
業
務
部
長
）
、
会
社

側
の
根
岸
巧
・
東
京
交
番
検

査
車
両
所
企
画
科
長
、
津
田

憲
昭
・
同
助
役
（
当
時
）
、

永
松
大
吾
・
同
助
役
（
当

時
）
、
中
島
健
一
・
同
助
役

（
当
時
）
、
室
健
二
郎
・
本

社
人
事
部
勤
労
課
担
当
課
長

（
当
時
）
、
辻
多
可
志
・
新

幹
線
鉄
道
事
業
本
部
管
理
部

人
事
課
課
長
代
理
（
当
時
）

を
証
人
申
請
し
ま
し
た
。

会
社
は
、
辻
多
可
志
、
室

健
二
郎
の
両
氏
、
松
本
友
仁

・
本
社
人
事
部
勤
労
課
担
当

課
長
を
証
人
申
請
し
、
組
合

が
申
請
し
た
現
場
管
理
者
の

証
人
に
つ
い
て
は
「
必
要
は

無
い
」
と
の
意
見
書
を
都
労

委
に
提
出
し
て
い
ま
し
た
。

今
調
査
で
、
東
京
交
番
検

査
車
両
所
の
管
理
者
４
名
を

除
く
申
請
者
６
名
の
証
人
が

確
定
し
ま
し
た
。

労
働
委
員
会
側
よ
り
、
基

本
協
約
の
団
体
交
渉
の
議
事

新
幹
線
関
西
地
本
は
８
月

日
、
前
本
部
特
別
執
行
委

25員
で
書
記
の
小
林
由
美
さ
ん

の
慰
労
会
を
大
阪
コ
ロ
ナ
ホ

テ
ル
で
開
催
し
ま
し
た
。
慰

労
会
に
は
、
組
合
員
・
家
族
、

Ｏ
Ｂ
な
ど
約

名
が
参
加
し

90

ま
し
た
。
ま
た
、
歴
代
の
書

記
さ
ん
、
娘
さ
ん
、
お
孫
さ

ん
も
参
加
し
ま
し
た
。

小
林
さ
ん
は
、
Ｊ
Ｒ
東
海

労
結
成
時
か
ら
書
記
と
し
て

財
政
の
仕
事
は
勿
論
、
中
国

平
和
研
修
の
企
画
を
中
心
的

に
担
い
、
Ｊ
Ｒ
東
海
労
運
動

を
献
身
的
に
リ
ー
ド
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

歴
代
の
書
記
さ
ん
か
ら
は

「
小
林
さ
ん
は
『
お
り
づ
る

の
会
』
を
中
心
と
な
っ
て
担

っ
て
き
た
。
中
国
研
修
は
毎

回
参
加
し
て
き
た
。
フ
ル
マ

ラ
ソ
ン
を
完
走
す
る
な
ど
、

憧
れ
の
女
性
だ
」
と
挨
拶
が

さ
れ
ま
し
た
。

（２）第４０３号 Ｊ Ｒ 東 海 労 ２０１８年（平成３０年）９月１日

会
社
は
、
「
乗
務
員
を
配

置
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
年

度
内
に
乗
務
員
が
平
均

日
20

は
年
休
を
取
得
で
き
る
よ

う
、
各
運
輸
所
に
適
正
な
数

の
乗
務
員
を
配
置
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
慢
性
的
に
要
員

が
不
足
し
て
い
た
よ
う
な
事

実
は
な
い
」
と
主
張
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
多
く
の
社

会
社
は
、
「
会
社
の
置
か

れ
て
い
る
経
営
環
境
」
と
し

て
、
①
東
海
道
新
幹
線
は
日

本
の
大
動
脈
で
あ
り
、
我
が

国
の
経
済
や
文
化
の
中
心
地

を
結
ぶ
高
速
輸
送
機
関
に
対

す
る
社
会
的
要
請
に
応
え

る
、
②
新
幹
線
の
車
掌
は
約

員
は
年
休
失
効
し
て
い
る
の

が
事
実
で
す
。
Ｊ
Ｒ
東
海
労

が
２
０
０
５
年

月
か
ら
闘

12

っ
た
一
方
的
休
日
出
勤
反
対

の
ス
ト
ラ
イ
キ
で
は
、
会
社

が
要
員
確
保
対
策
を
取
ら
ざ

る
を
得
な
い
と
こ
ろ
ま
で
追

い
込
み
ま
し
た
。
会
社
の
主

張
は
事
実
と
反
し
ま
す
。

４
ヶ
月
、
運
転
士
は
約

ヶ
10

月
の
養
成
期
間
が
か
か
る
と

主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら

を
直
接
的
に
年
休
抑
制
の
理

由
に
は
し
て
い
な
い
も
の

の
、
経
営
環
境
を
主
張
す
る

こ
と
自
体
、
言
い
訳
と
し
か

聞
こ
え
ま
せ
ん
。

年
休
抑
制
の
理
由
と

す
る
な
ら
大
間
違
い
！

必
要
な
要
員
は

配
置
し
て
い
る
の
か
！

５
日
前
の
年
休
・
行
路

確
定
は
協
約
違
反
！

務
の
計
画
を
立
て
る
の
に
は

十
分
な
時
間
が
確
保
さ
れ
て

い
ま
す
。
従
っ
て
、
会
社
の

主
張
に
は
整
合
性
は
あ
り
ま

せ
ん
。

基
本
協
約
第

条
に
は

36

「
組
合
員
の
勤
務
は
、
毎
月

日
ま
で
に
翌
月
分
を
会
社

25

が
指
定
す
る
」
と
謳
わ
れ
て

い
ま
す
。
予
備
勤
務
者
の
勤

務
表
が
特
休
・
公
休
以
外
の

日
は
空
白
で
発
表
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
基

本
協
約
（
就
業
規
則
）
違
反

で
す
。

７
名
の
原
告
は
、
以
上
の

審
問
の
証
人
が
確
定

診
断
書
都
労
委
第
７
回
調
査

不
合
理
な
点
に
つ
い
て
、
会

社
に
釈
明
を
求
め
て
い
ま

す
。
会
社
は
、
原
告
第
１
準

備
書
面
に
対
し
て
「
必
要
に

応
じ
て
反
論
、
求
釈
明
に
応

じ
る
」
と
表
明
し
ま
し
た
。

今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
ま

す
。

夏
の
ア
ウ
ト
ド
ア
ラ
イ
フ
満
喫
！

静
岡
地
本
が
キ
ャ
ン
プ
開
催

西
地
本
の
仲
間
も
駆
け
つ
け

ま
し
た
。
日
本
酒
・
ワ
イ
ン
、

松
茸
な
ど
の
差
し
入
れ
が
あ

り
、
豪
華
な
つ
ま
み
と
美
味

し
い
お
酒
で
、
ア
ウ
ト
ド
ア

ラ
イ
フ
を
満
喫
し
ま
し
た
。

由美さん、大変お疲れ様でした
慰労会盛大に開催される！

録
が
あ
れ
ば
提
出
す
る
よ
う

に
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。
録

音
の
有
無
を
会
社
に
訪
ね
た

と
こ
ろ
、
会
社
は
「
即
答
で

き
な
い
」
と
回
答
し
、
議
事

録
で
は
な
く
陳
述
書
で
詳
細

に
記
載
す
る
と
し
ま
し
た
。

第
１
回
証
人
審
問
は
、
11

月

日
に
組
合
員
３
名
が
、

28
第
２
回
証
人
審
問
は

月
12

13

日
に
会
社
側
３
名
が
証
言
に

立
ち
ま
す
。

静
岡
地
本
は
８
月

～
22

23

日
、
富
士
五
湖
で
サ
マ
ー
キ

ャ
ン
プ
を
開
催
し
ま
し
た
。

名
古
屋
地
本
や
新
幹
線
関


